
３ 広報まえばし

昭
和
二
十
三
年
十
二
月
十
日
、
第

三
回
国
連
総
会
で
、
世
界
人
権
宣
言

を
採
択
。
こ
れ
を
記
念
し
、
こ
の
日

を
人
権
デ
ー
と
定
め
ま
し
た
。

わ
が
国
で
は
、
人
権
デ
ー
を
最
終

日
と
す
る
十
二
月
四
日
か
ら
十
日
の

一
週
間
を
「
人
権
週
間
」
と
定
め
、

次
の
と
お
り
皆
さ
ん
に
人
権
尊
重
思

想
の
普
及
と
高
揚
を
呼
び
掛
け
て
い

ま
す
。

□
人
権
週
間
強
調
事
項

�
子
ど
も
の
人
権
を
守
ろ
う

学
校
で
の
体
罰
や
保
護
者
な
ど
か

ら
の
虐
待
を
防
ぎ
、
子
ど
も
の
人
権
を

尊
重
す
る
。

�
女
性
の
地
位
を
高
め
よ
う

「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
と
い

っ
た
考
え
を
改
め
、
男
女
間
の
差
別

を
な
く
す
。

�
高
齢
者
を
大
切
に
す
る
心
を
育
て

よ
う年

齢
に
よ
る
就
職
差
別
や
介
護
者

に
よ
る
虐
待
を
防
ぐ
。

�
障
害
の
あ
る
人
の
完
全
参
加
と
平

等
を
実
現
し
よ
う

「
障
害
の
あ
る
人
も
地
域
の
中
で

普
通
の
暮
ら
し
が
で
き
る
」
社
会
の

実
現
を
目
指
す
。

�
部
落
差
別
を
な

く
そ
う

一
人
ひ
と
り
が

同
和
問
題
を
自
分

自
身
の
課
題
と
し

て
認
識
し
、
解
決

へ
向
け
て
努
力
を

す
る
。

�
刑
を
終
え
て
出

所
し
た
人
に
対
す

る
偏
見
を
な
く
そ

う
職
場
や
地
域
社

会
で
協
力
し
、
円

滑
な
社
会
生
活
が

送
れ
る
よ
う
取
り
組
み
を
進
め
る
。

�
性
的
指
向
を
理
由
と
す
る
差
別
を

な
く
そ
う

不
当
な
差
別
で
あ
る
こ
と
を
認
識

す
る
。

�
Ｈ
Ι
Ｖ
感
染
者
や
ハ
ン
セ
ン
病
患

者
な
ど
に
対
す
る
偏
見
を
な
く
そ
う

感
染
症
な
ど
に
対
す
る
正
し
い
知

識
を
理
解
す
る
。

�
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
対
す
る
理
解
を

深
め
よ
う

ア
イ
ヌ
固
有
の
文
化
に
対
す
る
理

解
と
認
識
を
深
め
、
差
別
や
偏
見
を

解
消
す
る
。

�
性
同
一
性
障
害
を
理
由
と
す
る
差

別
を
な
く
そ
う

性
同
一
性
障
害
へ
の
理
解
を
深
め

る
。

�
犯
罪
被
害
者
と
そ
の
家
族
の
人
権

に
配
慮
し
よ
う

行
き
過
ぎ
た
報
道
な
ど
か
ら
被
害

者
・
家
族
の
人
権
を
保
護
す
る
。

�
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
悪
用
し
た
人

権
侵
害
は
や
め
よ
う

利
用
者
の
モ
ラ
ル
向
上
を
図
る
。

�
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
偏
見
を
な

く
そ
う

自
立
を
積
極
的
に
促
す
と
と
も
に

地
域
社
会
で
問
題
の
解
決
を
図
る
。

�
外
国
人
の
人
権
を
尊
重
し
よ
う

外
国
人
の
持
つ
文
化
を
尊
重
し
、

そ
の
多
様
性
を
受
け
入
れ
る
。

□
人
権
擁
護
委
員
へ
ご
相
談
を

い
つ
で
も
相
談
に
応
じ
る
人
権
擁

護
委
員
は
、
次
の
と
お
り
市
内
に
十

三
人
い
ま
す
。
困
っ
た
こ
と
が
あ
れ

ば
、
気
軽
に
ご
相
談
を
。
秘
密
は
必

ず
守
り
ま
す
。

―
―
敬
称
略
―
―

平
田
雅
子
（
表
町
一
丁
目
）
梅
沢
朋

子
（
広
瀬
町
二
丁
目
）
金
子
恵
美
子

（
住
吉
町
一
丁
目
）
青
木
智
教
（
関

根
町
）
岡
喜
太
郎
（
二
之
宮
町
）
福

島
三
知
子
（
高
井
町
一
丁
目
）
小
林

友
栄
（
荒
牧
町
四
丁
目
）
綾
小
路
乗

正
（
元
総
社
町
二
丁
目
）
竹
茂
夫

（
朝
日
町
三
丁
目
）
戸
所
仁
治
（
総

社
町
二
丁
目
）
田
村
嘉
久
（
国
領
町

二
丁
目
）
菅
野
恵
子
（
上
佐
鳥
町
）

田
中
良
三
（
川
原
町
）

□
特
設
人
権
相
談
所

特
設
人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

家
庭
内
の
問
題
や
も
め
事
な
ど
の
心

配
が
あ
る
人
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時
＝
12
月
17
日
�
午
後
１
時
〜
４

時
　
会
場
＝
市
役
所
31
会
議
室
　
内

容
＝
い
じ
め
、
体
罰
、
部
落
差
別
、

女
性
差
別
、
外
国
人
の
問
題
、
家
庭

内
（
夫
婦
、
親
子
、
結
婚
、
離
婚
な

ど
）
の
問
題
、
近
隣
間
の
も
め
事
、

悩
み
事
な
ど
に
つ
い
て
人
権
擁
護
委

員
が
相
談
　
申
し
込
み
＝
当
日
会
場

へ
直
接

○
…
問
い
合
わ
せ
は
生
活
課
�
８
９

０
―
６
２
３
７
へ
。

平
成
十
七
年
度
に
発
注
す
る

建
設
工
事
と
測
量
・
建
設
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
な
ど
の
競
争

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
人
は
、

資
格
審
査
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
。

対
象
＝
土
木
・
下
水
道
、
舗
装
、

建
築
、
電
気
、
衛
生
給
排
水
設

備
な
ど
の
建
設
工
事
業
者
、
前

年
度
に
格
付
け
さ
れ
た
業
種
を

除
く
測
量
、
建
築
・
土
木
関
係

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
、

地
質
調
査
業
務
、
補
償
関
係
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
を
行
う
業

者
　
申
請
要
領
の
配
布
＝
�
市

内
業
者
…
１
月
31
日
�
ま
で
�

市
外
業
者
…
２
月
７
日
�
ま
で

申
請
書
の
様
式
＝
�
は
本
市
独

自
様
式
�
は
国
土
交
通
省
統
一

様
式
　
申
請
期
間
＝
�
は
１
月

11
日
�
〜
31
日
�
�
は
１
月
11

日
�
〜
２
月
７
日
�
、
午
前
９

時
〜
午
後
５
時
　
場
所
＝
市
役

所
契
約
課

○
…
問
い
合
わ
せ
は
同
課
�
８

９
０
―
６
２
８
８
へ
。

12
月
10
日
は
「
人
権
デ
ー
」
で
す

差
別
の
な
い
住
み
良
い
社
会
を
目
指
し
て

参
加
希
望
者
は

期
限
ま
で
に

申
請
を

みんなかけがえのない大切大切なパートナー�みんなかけがえのない大切なパートナー�


